
Adobe Fontsサービス追加条件 
 
最終更新日：2018 年 10 月 15 日以前のすべてのバージョンを置き換えます。 
 
お客様による Adobe Fontsサービスの使用には、「本追加条件」が適用されます。「本追加条
件」はアドビ一般利用条件（www.adobe.com/go/terms）（以下、「一般利用条件」といいま
す）に、参照により組み込まれます（本追加条件と一般利用条件を総称して「本利用条件」と
いいます）。「本追加条件」で定義されていない用語は、「一般利用条件」に定義する意味が
あります。 
 

1. 定義 
1.1. 「アカウント」とは「本サービス」に最初に登録した際にお客様が作成したアカウント

（Adobe ID とユーザープロファイル）を意味し、アドビがお客様に提供する、またはアドビが
お客様をお客様のアカウントに関連付けるために使用する一意のキーまたは ID を含みます。 

1.2. 「アドビサブスクリプションプラン」とはアドビが提供する無料または有料のメンバーシップ
またはサブスクリプションを意味します。これには Adobe Creative Cloud および Adobe 
Document クラウドサブスクリプションプランが含まれますが、これらに限定されません。 

1.3. 「代理店」とは、顧客や依頼主のためにWeb デザイン、グラフィックデザイン、広告、マー
ケティング等のサービス（このサービスには「メディア」の作成と維持が含まれます）を提供
する個人または法人を意味します。 

1.4. 「コンピューター」とは、サーバー、デスクトップコンピューター、ラップトップ、モバイル
デバイス、インターネット接続デバイス、ハードウェア製品等、データを保存し処理するため
の仮想デバイスまたは物理デバイスを意味します。デバイスに 2 つ以上の仮想環境（仮想マシ
ンおよび仮想プロセッサーを含む）が含まれる場合、各仮想環境を、別々の「コンピュータ
ー」と見なします。 

1.5. 「お客様のコンテンツ」とは、「本利用条件」に従って「本サービス」で使用するために、お
客様により個別に提供されたフォントまたはフォントファミリーを意味します。 

1.6. 「デスクトップ フォント」とは、「本サービス」を通じてお客様に提供され、お客様が「コン
ピューター」に同期して「ドキュメント」を作成するために「使用」できるフォントまたはフ
ォントファミリーを意味します。 

1.7. 「ドキュメント」とは、公開配布であるかどうかを問わず「最適化されたフォント」を「使
用」する任意の形式の電子ドキュメントを意味します。表示用、または他者による「ドキュメ
ント」の表示もしくはアクセスによるものを含めて、埋め込みか否かは問いません。 

http://www.adobe.com/go/terms


1.8. 「ドキュメンテーション」とは、「使用許諾コンテンツ」に添付される、説明的資料およびフ
ァイル等のユーザー向け文書を意味します。「本サービスの使用」に関連して公開、利用可能
化、もしくはその他の方法でお客様に提供します。 

1.9. 「ライセンサー」とは、「お客様による使用」を可能にした「使用許諾コンテンツ」のいずれ
かについて、アドビにライセンスを許諾したサードパーティを意味します。 

1.10. 「使用許諾コンテンツ 」とは、「デスクトップフォント」、「Marketplace フォント」、
「Web フォント」、「Webプロジェクト」、「本サービス」およびこれらすべてのアップデ
ートを意味します。 

1.11. 「使用許諾フォント」とは、お客様による「使用」を目的として「本サービス」を通じて「本
追加条件」に従いアドビがお客様に使用許諾するフォントまたはフォントファミリー、および
Marketplaceフォントを意味します。 

1.12. 「Marketplace」とは、「本サービス」の一部であり、アドビおよび当社のライセンサーが
Marketplaceフォントを直接販売するためのサービスを意味します。 

1.13. 「Marketplaceフォント」とは、アドビまたはライセンサーのエンドユーザー使用許諾契約に
従い、「本サービス」を通じてお客様が個別に購入し、アドビまたはライセンサーがお客様に
「使用」を許諾するフォントまたはフォントファミリーを意味します。 

1.14. 「メディア」とは、個別または総称としての「ドキュメント」または「Webサイト」を意味し
ます。 

1.15. 「発行者」とは「使用許諾フォント」を除く、「メディア」上のコンテンツを所有または管理
している個人または組織を意味します。 

1.16. 「リセラープラットフォーム」とは、顧客またはクライアントが、提供する Webサイトまた
はその他の製品（ブログプラットフォーム、ソーシャルネットワークプロファイルなど）につ
いて、自ら、フォントを選択できるようにするサービスを意味します。 

1.17. 「本サービス」とは、Adobe Fontsサービスを意味します。これにはMarketplaceのほか、
Adobe Fontsサービス Webサイトから利用もしくはアクセスできるその他のサービス、機
能、コンテンツがすべて含まれます。 

1.18. 「アップデート」および「アップグレード」とは、いずれかの時点でアドビがお客様に対し
「本サービス」のアップグレード、拡大、強化のために作成およびデプロイ、または提供す
る、アップデート、改訂、変更、追加を意味します（ただし、別段の条件で提供されたものは
除く）。アドビはどのような形でも、お客様に対して当該の変更についてどのような責任も負
いません。 

1.19. 「使用」とは、「使用許諾フォント」をお客様がダウンロード、統合、アクセス、同期、使
用、または表示することに関連する、お客様による「本サービス」のすべての使用を意味しま
す。 



1.20. 「Webサイト」とは、お客様がデザイン、開発、または作成する Webサイト、Webページ、
またはWeb ページのコンテンツであり、公開され、「本サービス」を使用して「使用許諾フ
ォント」を統合、アクセス、および公開表示するものを意味します。 

1.21. 「Webフォント 」とは、Web サイトの作成に「使用」するサービスを介して利用可能となる
フォントまたはフォントファミリーを意味します。 

1.22. 「Webプロジェクト」とは、お客様が「本サービス」を通じて作成するソフトウェアパッケー
ジを意味し、お客様の選択による環境設定、「使用許諾フォント」、形式、スタイルシート、
およびその他のソフトウェアコード、ならびに「Webサイト」での「使用許諾フォント」とそ
れに対応する「発行者」を包含して識別し、「使用許諾フォント」の「使用」を管理およびト
ラッキングするためのすべてのコードで構成されます。 
 

2. 基本条項 
2.1. アドビのサブスクリプションプランとMarketplaceでの注文 
(a) 「本サービス」には、（1）無料「アドビサブスクリプションプラン」、（2）有料「アドビサ

ブスクリプションプラン」 、（3）お客様の「メディア」で「使用許諾フォント」を「使用」
可能にするためのMarketplace での注文が含まれます。一部の有料「アドビサブスクリプショ
ンプラン」には、試用期間がある場合があります。 

(b) 「アドビサブスクリプションプラン」の料金とMarketplaceでの注文金額には、課税当局から
課せられる税金等は含まれません。これらの納税義務はお客様にあります（米国内での連邦税
または州税を除く）。 

2.2. アップグレード - Marketplaceでの注文 
(a) 無料「アドビサブスクリプションプラン」にお申し込みの場合、お客様が現在アクセス可能な

「使用許諾フォント」の一部は将来的に有料「アドビサブスクリプションプラン」に移行する
場合があることを、お客様は了解するものとします。その結果、かかる「使用許諾フォント」
に引き続きアクセスするには、ご利用の「アドビサブスクリプション」をアップグレードまた
は変更する必要がある場合があります。 

(b) 無料「アドビサブスクリプションプラン」から有料「アドビサブスクリプションプラン」にア
ップグレードすると同時に、無料「アドビサブスクリプションプラン」期間が終了し、ただち
に新しい有料「アドビサブスクリプションプラン」の該当する料金がお客様のクレジットカー
ドに請求されます。 

(c) 有料「サブスクリプションプラン」からダウングレードする場合は、ダウンロードの結果いく
つかの機能が使えなくなること、またはお客様の「アカウント」に割り当てられた使用容量ま
たは使用限度が下がることを了承するものとします。アドビはかかる喪失に対して責任を負い
ません。 



(d) 有料「アドビサブスクリプションプラン」を解約した場合、お客様は自動的に無料「アドビサ
ブスクリプションプラン」に移行します。お客様が有料「アドビサブスクリプションプラン」
を無料「アドビサブスクリプションプラン」に切り替えた場合、既に取得済みのMarketplace
フォントには引き続きアクセスできます。 

(e) Marketplaceのフォントの料金は､予告なしに変更されることがあります。 
 

3. 「お客様」の権利および義務、「使用許諾コンテンツ」のお客様による使用についての制限 
3.1. お客様による「使用許諾フォント」の使用：「Marketplaceでの注文」または「アドビサブス

クリプションプラン」のどちらを選択するかに応じて、お客様が「使用」できる「使用許諾フ
ォント」は異なります。「本追加条件」で説明する「本サービス」の機能や「使用許諾フォン
ト」のカテゴリーの中には、無料「アドビサブスクリプションプラン」では利用できないもの
があります。登録時、または「使用許諾コンテンツ」へのアクセスもしくは使用の時点で、お
客様が選択した「アドビサブスクリプションプラン」（および、有料の場合は「アドビサブス
クリプションプラン」料金のお支払い）に応じて、アドビは「使用許諾フォント」の許可指定
にもとづき、Adobe Fonts Web サイトの「メディア」上で、および「メディア」のデザインお
よび開発に関連して、当該「使用許諾コンテンツ」にアクセスし使用するための非独占的、譲
渡不能、移転不能な、限定的権利およびライセンスをお客様に付与します。ただし、これはお
客様が「アドビサブスクリプションプラン」を中断なく維持する期間に限り、以下を条件とし
ます。 

(a) デスクトップパブリッシング 
お客様は、「デスクトップフォント」を使用して「ドキュメント」をデザインおよび開発し、
ドキュメントの印刷および閲覧を目的として、ドキュメント内に「デスクトップフォント」を
埋め込むことができます。フォントは、作品を表示するために必要なグリフのみを含むように
サブセット化されていなければならず、ドキュメントは、故意または偶発的な発見または誤用
を防ぐため、埋め込みフォントデータを難読化または保護する必要があります。本ライセンス
は、上記以外の埋め込みに関する権利を暗示するものでも許可するものでもありません。 

(b) Webサイトパブリッシング - Web サイトパブリッシングでの使用が許可されている使用許諾
フォントの場合： 
「Web フォント」を使用してWeb サイトをデザインおよび開発し、当該目的で「Web プロジ
ェクト」を作成できます。Webサイトのデザイン内で、「Web プロジェクト」へのリンクを
参照またはエンコードできます。Webでのその他の使用は許可されません。 

3.2. 「発行者」が、お客様が代理で作成した「メディア」で「使用許諾コンテンツ」を使用する場
合：お客様が代理で作成した「メディア」を発行する「発行者」は、直接アドビと「本サービ
ス」のサブスクリプション契約を締結しない限り、「使用許諾コンテンツ」にアクセスするこ



とはできません。お客様が「発行者」をホストすることも、「本サービス」を「発行者」に再
販することもできません。 

3.3. 本サービスの再販 
(a) お客様が代理店の場合、代理店として顧客またはクライアントに提供するサービスに関連して

のみ、「本サービス」を提供する限定的な権利が付与されます。ただし、これは 2019 年 12 月
31 日までに限ります。アドビは、「代理店」が「本サービス」に登録できる「メディア」数を
制限し、または当該「代理店」により提供されるサービスの範囲を制限する場合があります。 

(b) お客様が「リセラープラットフォーム」の場合、アドビからの書面による使用許諾なく、「使
用許諾コンテンツ」のいかなる部分も「使用」してはなりません。  

3.4. 「使用許諾コンテンツ」に関する義務、制限、制約および使用の禁止 
(a) ドキュメントの複製：お客様は「ドキュメンテーション」を複製することができますが、「使

用許諾コンテンツ」の利用に関連して、組織内で参照するために合理的に必要な量を超えて複
製しないものとします。 

(b) 使用許諾コンテンツへのアクセスの継続：「使用許諾コンテンツ」に継続的にアクセスするに
は、「使用許諾コンテンツ」の「使用」もしくは有効化、または「使用許諾コンテンツ」への
アクセスの許可、更新、確認のため、反復的にインターネット接続が求められます。お客様が
「メディア」のデザインで使用する「使用許諾フォント」は、お客様が中断なく「アドビサブ
スクリプションプラン」を維持している（有料の場合は、すべての「アドビサブスクリプショ
ンプラン」料金の支払いを含む）期間に限って、お客様に対して、および当該「メディア」に
アクセスし表示する第三者に対して表示可能となる場合があります。 

(c)  含まれるオープンソース コンポーネント：「使用許諾コンテンツ」の一部は、オープンソー
ス ソフトウェアのコンポーネントやプログラムを使用していたり、これらを含んでいる場合が
あります。「お客様」がそのような「使用許諾コンテンツ」を使用する場合、別途、「使用許
諾コンテンツ」に添付されている著作権ファイルまたは使用許諾通知に指定されているオープ
ンソース使用許諾書の条件にも従う必要があります。 

(d) 既存の通知の維持：「使用許諾コンテンツ」は、特許、著作権、商標表示等の特定の所有権通
知とともに提供される場合があります。当該の所有権通知はすべて、（外したり変えたりせず
に）提供された形そのままで、「使用許諾コンテンツ」に表示する必要があります。 

(e) 「使用許諾コンテンツ」の使用の禁止：「使用許諾コンテンツ」に含まれる、または「使用許
諾コンテンツ」とともに配布される特定のオープンソースに適用される、オープンソースライ
センス条項で許可されている場合を除き、お客様は以下について明示的に禁止されています。 

(i) お客様自身のサーバーもしくはセルフホストのオプションまたはサービス上に、「使用許諾コ
ンテンツ」をホストすること。 

(ii) 「本追加条件」第 3.1 条で規定される場合を除き、「使用許諾フォント」をお客様の「メディ
ア」内に包含、バンドル、埋め込み、その他の形式で配布すること、または「使用許諾コンテ



ンツ」の「使用」のためのアクセスに関するお客様の権利を一部でも他者にサブライセンスす
ること。 

(iii) お客様の「メディア」内から「使用許諾コンテンツ」の外部出力を許可し、または「使用許諾
コンテンツ」のいずれかの部分を単独で配布すること、または他者が当該「使用許諾コンテン
ツ」を使って、お客様の「メディア」以外で新たなコンテンツを作成できるどのような形式で
も配布すること。 

(iv) 「使用許諾フォント」に機能を追加する、または「使用許諾フォント」のいずれかの部分につ
いて変更する、改造する、翻訳する、変換する、修正する、作成する、または派生物を作成す
るまたは作成させること。 

(v) 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により「Web プロジェクト」もし
くは「使用許諾フォント」のソースコード解読を試みること、または「Webプロジェクト」も
しくは「使用許諾フォント」におけるソフトウェア保護のメカニズムを無効化、バイパス等に
より回避すること。お客様が所在する法域に適用される法令によって明示的に制限が禁止され
る範囲は除かれますが、お客様はまず、アドビにかかる情報の提供を要求する必要がありま
す。アドビは独自の裁量により、お客様に対しかかる情報を提供するか、または、「使用許諾
コンテンツ」におけるアドビとそのライセンサーの知的財産権を保護するため、「使用許諾フ
ォント」の使用に対し妥当な料金を含む条件を課す場合があります。 

(vi) 「使用許諾フォント」の「使用」に関するお客様の権利の一部分であっても、譲渡、担保権設
定、またはその他の形式で移転すること。 

(vii) アドビが「使用許諾フォント」をインストールした「Webプロジェクト」またはお客様のコン
ピューター上のロケーションもしくはフォルダーから当該「使用許諾フォント」の複製、移動
または削除を試み、または「本サービス」のサブスクリプション目的でアドビが提供する手段
以外の間接的方法で、「使用許諾フォント」へのアクセスまたは利用を試みること。 

(viii) 業務用印刷サービス業者等、サービスビューローとの取り決めにより「使用」するため、「使
用許諾フォント」を複製または配布すること（「本追加条件」の第 3.1 条（a）に従い、特定の
種類の「メディア」に埋め込まれる「使用許諾フォント」について明示的に許可される場合を
除く）。 

(ix) コンピューターに同期された「デスクトップフォント」へのアクセスを共有すること。および
、 

(x) グリフの全体または一部をレンダリング、製造またはキャプチャして、フォントまたは植字シ
ステムとして使用すること。 

(f) 本追加条件の遵守：アドビは、お客様に妥当な通知を送ることにより、「本追加条件」の遵守
に関する記録を要請する場合があり、お客様はアドビの要請を受領した日から 30 日以内にか
かる記録をアドビに提供することに同意するものとします。 



3.5. お客様が「本サービス」を通じて提供する「お客様のコンテンツ」に関する権利のアドビへの
付与：お客様は「使用許諾コンテンツ」または「メディア」を介したホスティング、「使
用」、またはそれらに関連して、アドビに「お客様のコンテンツ」を提供する場合がありま
す。アドビはお客様のコンテンツまたはお客様のフォントの所有権を主張しませんが、お客様
のリクエストに対応したり、お客様または他者による「本サービス」の「使用」を容易にする
ために、お客様から特定の権利を取得する必要があります。 

(a) 「本サービス」からのホスティングのため、お客様がアドビに提供する「お客様のコンテン
ツ」について、お客様はアドビに対して、「お客様のコンテンツ」へのアクセス、利用、複
製、編集、改変、翻訳、再フォーマット、再現、公開、送信、配布、公的実施、公的表示につ
いて、全世界を対象とした、非独占的かつ譲渡可能、ロイヤリティフリーの完全支払い済みラ
イセンスを付与するものとします。これには、「お客様のコンテンツ」および同コンテンツに
埋め込まれているデザインに関するすべての知的所有権に関する非独占的かつサブライセンス
可能な権利およびライセンスが含まれます。また、「お客様のコンテンツ」を修正し複数のフ
ォーマットに変換して「メディア」に関して「本サービス」を介してアドビが利用、複製、表
示、公開、ホスティングおよび配布できるようにするために必要とされる、アドビ独自のアウ
トラインヒント、スムージングカスタマイゼーション、プログラムによるエンコードルールお
よびインストラクション、難読化、セグメンテーションおよびサブセット技術、アルゴリズム
等のプロセス、ならびにそれらに関連するすべてのリソースおよびドキュメテーション（以
下、総称して「アドビによるフォント最適化」）を適用する非独占的かつサブライセンス可能
な権利およびライセンスが含まれます。 

(b) お客様は、本条で付与される権利の付与を妨げる契約またはその他の取り決めを締結していな
いことを表明し保証するものとします。 

(c) お客様は、お客様が「本サービス」の「使用」を促進するために当社に提供する「お客様のコ
ンテンツ」に関連もしくは起因するすべての義務、経費、費用（合理的な弁護士費用を含む）
について、アドビ、その役員、代理人、従業員および関連会社に対するすべての請求、主張、
または訴訟原因を補償し、防御し、免責するものとします。 

(d) お客様は、「本サービス」上で、または「本サービス」を通じてアドビに提供する「お客様の
コンテンツ」に関する権利を保持します。お客様は、アドビが「お客様のコンテンツ」に対し
て適用するすべての「アドビによるフォント最適化」に関する権利は、アドビが所有すること
を了解し、これに同意します。疑義を避けるために付言すると、アドビは、「本サービス」を
通じて「お客様のコンテンツ」を配布し、複数の環境で「使用」できるようにするために、
「お客様のコンテンツ」を複数の形式に変換する「アドビによるフォント最適化」、変更、お
よびその他の作業に組み込まれるすべての知的財産権を有しています。 
 

4. その他の権利と義務 



4.1. サポート：テクニカルサポートは、有料アドビサブスクリプションプランでのみ提供されま
す。テクニカルサポートを提供するために、アドビは、お客様またはお客様のスタッフに連絡
し、お客様のシステムまたはネットワークへの必要なアクセスを要請する場合があります。お
客様からご協力が得られない場合、アドビがお客様に提供可能なサポート範囲が制限される場
合があります。 

4.2. 契約の終了 
(a) お客様は、ライセンスを所有または許諾する権利を保有するコンテンツの「ライセンサー」か

らアドビが「使用許諾コンテンツ」を取得することを認め、同意するものとします。お客様が
これらのフォントを「使用」して「メディア」に組み込む権利とライセンスは、アドビとコン
テンツの「ライセンサー」間の契約の継続的な法的強制力に依存します。アドビとコンテンツ
の「ライセンサー」間のかかる契約が終了した場合、アドビがお客様に終了通知を提供しない
限り、お客様は引き続き「メディア」でフォントを使用することができます。アドビは、かか
る終了前に妥当な事前予告となる通知を提供するよう努めます。 

(b) アドビは、その独自の裁量で、「本サービス」の濫用もしくは過剰に頻繁なリクエスト、また
はその他の「本サービス」の過剰な「使用」があると判断した場合、お客様の「アカウント」
を一時的または完全に停止する場合があります。 

(c) 方法のいかんに関わらず、「使用許諾コンテンツ」の運営を阻害する試みには刑事罰が科せら
れる場合があり、捜査および訴追の対象となります。 

4.3. 払い戻し：既にお支払いいただいた「アドビサブスクリプションプラン」または
「Marketplaceでの注文」の解約、ダウングレード、その他の変更については返金いたしませ
ん。 

4.4. 終了または解約の効果 
(a) お客様の「アカウント」が終了すると、お客様側から終了した場合であっても、またお客様の

「本追加条件」違反によりアドビ側から終了した場合であっても、アドビはそれ以上の通知な
くお客様の「アカウント」を閉鎖します。 

(b) お客様の「アカウント」の終了または解約により、お客様の「アカウント」は即座に無効化も
しくは削除され、お客様の「アカウント」の「本サービス」に関する全構成、Webサイトのデ
ザインデータを含むすべてのコンテンツの権利が失効し、削除されます。一度削除された情報
は復元することも取り出すこともできません。 
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